
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成 25 年 6 月 13 日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）： 

 

本研究は、虐待事例を通して国家賠償制度の法治国家原則担保機能の限界を示し、虐待事例

において実質的法治国家を目指すための方法を模索したものである。 

従来は危機介入が対応の中心であったが、現在では法整備が徐々に進められており、危機介

入のあり方に関して再度検討がなされている。それと同時に、介入後の行政の対応（例えば、

里親制度の運用等）も問題となってきていることが明らかとなった。 

 

研究成果の概要（英文）： 

This study shows the Ambits of State Redress Law in constitutional state through examples 
of abuses cases, and explores for ways to achieve substantial l constitutional state in 
abuse situations. In the past, the main measures were crisis interference. However, the 
legal systems are now gradually being developed and the ways of crisis intervention are 
being reconsidered. At the same time, it has become clear that post- interference measures 
by government, such as foster care system operation, are important. 
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１．研究開始当初の背景 

行政による私的領域への介入は制限的で
あるべきだとの基本的な理念が存在する。よ

って、行政は虐待事例において、子どもを一
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時的に保護する権限を行使することに対し

て慎重にならざるを得ない。そのため、世論

はともかく、法的には、一時保護を行わなか

った責任を国家が問われることは少ない。 

また、国家による権限の不行使が不適切で

あったとしても、国家の責任を追及する者が

いないことも虐待事例の特徴である。すなわ

ち、要保護児童（被虐待児）に代わって国家

の責任を追及するはずの家族が、積極的な加

害者なのである。このことから、虐待事例に

おいて実質的法治国家の実現するためには、

児童福祉行政に関してはより積極的な保護

が必要であると考えられる。 

 
２．研究の目的 

虐待事例を通して国家賠償制度の法治国

家原則を担保する機能の限界を示し、虐待事

例における実質的法治国家を目指すための

方法を模索するものである。 

  

３．研究の方法 

 日本において、要保護児童（被虐待児）対

策の中心を担っているのが児童相談所であ

る。しかし、要保護児童の増加に伴い、児童

福祉施設の不足、財政負担の増加が問題とな

っている。下記の図に住めされる通り、平成

23 年度に児童相談所で児童虐待に対応した

件数は約６万件となっている。 

【相談件数の増加】

 

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児童

相談所長会議資料） 

【都道府県別児童福祉士の管轄人数】  

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児童

相談所長会議資料） 

 上記の資料から、全ての自治体で児童福祉

士の配置基準（４万～７万）は満たされるか、

それを超えて配置されていることがうかが

われる。他方、配置基準は満たされていても

なお、児童相談所の役割は多岐にわたること

もあり、児童福祉士の過重な労働は問題とな

っている。 

 次に、虐待の問題とも密接なかかわりを持

つ非行少年への対応も児童相談所の重要な

役割である。以下の図のように、警察と児童

相談所との連携が増加している。 

【虐待の検挙件数等】 

 

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児童



相談所長会議資料） 

平成２３年度は、平成１１年度以降統計を

取り始めた以降最も多いことが指摘されて

いる。虐待の態様としては、身体的虐待が多

く、性的虐待が増加している。また、以下の

図で示すように、児童ポルノ事件の増加も著

しい。 

【児童ポルノ事件に関する送致件数等】 

 

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児童

相談所長会議資料） 

社会的擁護を要する児童数はおよそ４万

５千人と考えられており、社会的擁護の充実

が求められている。具体的には、児童養護施

設の小規模化、施設機能の地域分散化、家庭

的擁護の促進、里親委託、里親支援の推進、

虐待を受けた子どもなどに対する専門的な

ケアの充実などが考えられる。 

本研究では、とりわけ、里親委託制度の運

用を検討する。家庭における養育を里親に委

託している数は、以下の図に示されるように、

社会的擁護を必要とする児童数からすると

非常に少ない。 

 

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児

童相談所長会議資料） 

 

このような状況の中で、里親制度委託の運

用に期待が寄せられている。里親制度は、児

童養護施設の不足、費用の不足の問題を解決

することのできる手段であると考えられて

いる。実際、里親委託に関しては、下記の図

のように、平成１４年には約７％であった委

託率が、平成２３年度には約１２％に上昇し

ている。 

 短期間で大幅な委託率上昇は望めないが、

里親制度の活用が徐々に進んでいることが

上記の資料からもわかる。 

他方、里親制度の中心的な役割を担う児童

相談所の抱える問題も考えなければならな

い。すなわち、児童相談所の任務が過重であ

るため、児童相談所は機能不全を起こしてい

ることも指摘されており、このことからも、

里親委託率の急激な上昇は望めないともい

える。 

【里親委託率等】 

 

（平成 24 年度全国児童福祉主管課長・児童

相談所長会議資料） 

また、里親制度と関連して、NPO の活躍が

期待されるところである。里親支援機関とし

て、公益法人や NPO なども重要な役割を果た

すと考えられており、それぞれの特色に応じ

て、分担・連携し、里親制度の普及促進等の

事業にあたるべきだと考えられているので

ある。 

しかし、例えば、NPO である民間の養子斡



旋団体と児童相談所とが果たして連携でき

ているのかというと、必ずしもそうとはいえ

ない状況にある。場合によっては、民間の悪

質な団体による金銭の授受の問題が生じる

こともある。また、養子縁組後の公的支援が

行われないという問題がある。 

以上のような問題を抱える児童相談所の

機能について分析することにより、行政の積

極的な政策の必要性について検討する。 

 

４．研究成果 

本研究は、虐待事例を通して国家賠償制度

の法治国家原則担保機能の限界を示し、虐待

事例において実質的法治国家を目指すため

の方法を模索したものである。 

 行政による規制権限不行使の事例におい

て、行政が危機介入をすべきであるという作

為義務がなぜ生じるかは、事例の性質・被侵

害法益の類型などによって異なるものであ

る。 

 上述のとおり、虐待事例においては被侵害

法益が生命・身体である点で、早期の危機介

入に対する要請は強いと言える。 

他方、家庭内の虐待事例における行政の危

機介入に関して作為義務が認められるか否

かの判断は、家庭内で行われる児童虐待とい

う特殊な事例の性質に考慮して慎重に判断

されなければならない。すなわち、家庭内の

児童虐待のケースにおいては保護者の役割

に期待できず、保護者に児童の権利保障を期

待するのは無意味であり、場合によっては保

護を妨げる危険性が増大すると考えられる

のである。そのため、家庭内の児童虐待につ

いては、被侵害法益は、生命・身体であるこ

とと、介入のタイミングが非常に難しいとい

う特徴がある。 

従来は危機介入が対応の中心であった。そ

して、危機介入が遅く、要保護児童の生命・

身体に重大な損害が生じる場合も少なくな

かった。また、被害発生後の要保護児童の心

体の回復は容易ではないことから、要保護児

童の保護のあり方も問われてきた。家庭の中

に、行政権が介入することに対して、慎重で

あるべきことは当然のこととして、その上で、

虐待事例の特集性を考慮した上で、改めて介

入のあり方が問われなければならない。 

現在では虐待事例における介入のルール

に関する法整備が徐々に進められており、危

機介入のあり方に関して再度検討がなされ

ている。それと同時に、介入後の行政の対応

も重要であることがなお一層認識されなけ

ればならない。すなわち、社会的養護を必要

とする要保護児童の受け皿を、様々な機関が

連携して担っていかなければならないので

ある。とりわけ、児童養護施設等の小規模化

や家庭的養護の必要性が求められている中

で、里親制度の運用が非常に重要であること

がわかる。 

現在では、“施設が９割、里親が１割”の

状況にあるが、今後十数年の間に、施設の本

体施設、グループホーム、里親等の割合を３

分の１にしていく目標が掲げられている。そ

のためには、児童相談所に必要な権限を付与

し、専門家の配置等による人的資源の充実を

はかることで、児童相談所が虐待対策の要と

なるよう制度設計する必要がある。また、殊、

里親制度との関係では、児童相談所が有する

専門的知識を活かし、里親支援機関と連携し

ていくことが非常に重要であると考えられ

る。 
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